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いつも当金庫のでんさいネットサービス（電子記録債権サービス）をご利用いた

だきまして、誠にありがとうございます。 

平成２９年４月１日（土）より、株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程お

よび業務規程細則の一部が改正されましたので、お知らせいたします。 

 

  ◆ 業務規程等の改正点 

  （１）業務規程 

        ① 記録機関変更記録しない旨（業務規程第２１条関連） 

      でんさいネットにおいては、記録機関変更記録（電子記録債権を電子債権記録

機関間で移動させる記録）をしないことに伴う改正。 

② 発生記録の結果通知での通知内容（業務規程第２５条関連） 

  記録機関変更記録をしない旨を記録したことを、発生記録の結果通知で通知し

ないことに伴う改正。 

③ 業務規程改正時の通知方法の明確化（業務規程第６７条関連） 

  業務規程を改正する場合における、利用者への通知方法の明確化に伴う改正。 

 

（２）業務規程細則 

    ① 通常開示での開示事項（業務規程細則第５６条関連） 

      記録機関変更記録をしない旨の記録を、記録事項の通常開示に掲載しないこと

に伴う改正（記録機関変更記録をしない旨の記録は、記録事項の特例開示に掲

載される。） 










